
医療DX・AI活用による業務効率化推進業務委託提案書評価基準 

 

１ 基本的な評価事項 

受託候補者の特定にあたっては、本市にとって最適な事業者を選定するため、公募型プロポーザル

方式を採用し、評価点の最も高い提案者を受託候補者とします。 

 

２ 評価点 

提案書の内容及びヒアリングの内容を合わせて評価し、評価点を与えます。評価委員１人あたりの

評価点の満点は128点とします。 

 

３ 評価点の最も高い者が２者以上あるときの対応 

評価基準の評価項目のうち、以下の項目順で点数比較を行います。なお、上位者が決まった段階で、

それ以下の項目での比較は行いません。 

なお、(３)の条件においても同点の場合は、評価委員の投票で多数決により当該同点者の順位を

決定します。票数が同数の場合には委員長の判断により決定します。 

(１) 成果物の作成における、病院が導入に向けて活用できる「DX・AI導入ガイド」の作成方針及び

構成案 

(２) 成果物の作成における、AI導入の「効果・課題整理レポート」の作成方針及び構成案 

(３) AI活用の効果・課題に関するヒアリング調査における、対象病院の選定理由 

 

４ 評価委員会を欠席した評価委員の評価点の取扱い 

評価委員が評価委員会を欠席した場合、その評価委員の評価点は無効とします。 

 

５ 評価方法 

(１) 評価項目、評価の着目点及び配点の詳細については、プロポーザル評価表（別添）のとおりです。 

(２) 各評価項目について、Ａ、Ｂ、Ｃの３段階評価を行います。 

評点はＡ＝５点、Ｂ＝３点、Ｃ＝１点とし、各項目の比率を乗じた点数とします。例えば、比

率２の項目の場合、評点は次のとおりとなります。 

評価がＡであれば、評価点は５点×２＝10点 

評価がＢであれば、評価点は３点×２＝６点 

評価がＣであれば、評価点は１点×２＝２点 

※「ワークライフバランス・障害者雇用・健康経営に関する取組」の項目においては、該当している

＝１点、該当していない＝０点とします。 

(３) 全ての評価項目を絶対評価により採点します。 

(４) 評価委員の持ち点の合計の60％（小数点第一位切り捨て）を基準点とします 

評価委員５人全員が評価委員会に出席した場合 満点：640点、基準点：384点 

評価委員４人が評価委員会に出席した場合   満点：512点、基準点：307点 

なお、基準点に達しない場合は不適格とします。 



【プロポーザル評価表】

Ａ（５点） Ｂ（３点） Ｃ（１点）

業
務
経
歴

【業務経歴】以下のいずれかの実施があるか。
・DX・AI活用若しくはデジタル化推進に関する調査・研究業務、又はこれに準ずる業務の全部
若しくは一部の実施
・医療機関若しくは自治体の保健医療・福祉分野に関する調査・研究業務、又はこれに準ずる
業務の全部若しくは一部の実施

優れている 十分である 十分でない ×1 5点

実
施
体
制
・

担
当
者

・当該業務の受託に際し、十分な実施体制が敷かれているか。
・担当者（管理責任者及びプロジェクトマネージャーを含む）の経歴は、当該業務の受託に際
し、十分なものか。

優れている 十分である 十分でない ×2 10点

・業務説明資料の「４　背景」、「５　業務目的」及び「６　業務概要」を理解した上で、実
施方針が示されているか。

優れている 十分である 十分でない ×2 10点

業務説明資料「７　委託スケジュール」を踏まえた具体的なスケジュールや業務計画が示され
ているか。

優れている 十分である 十分でない ×1 5点

ア　対象病院
　選定において、以下のすべてが満たされているか。
　①４病院以上が候補として記載されている。
　②病床機能及び病床数に大幅な偏りが生じていない。
　②少なくとも１病院は、横浜市内の病院が含まれている。
　④少なくとも２病院は、令和８年診療報酬改定における以下の要件のいずれかを満たしてい
る。
　・看護業務の３領域（見守り・記録作成・情報共有）において
　　ICT、AI、IoTの機器等を活用していること。
　・医師事務作業補助業務における生成AIの活用（文書作成補助等）を実施していること。

優れている 要件を満たしている 要件を満たしていない ×1 5点

ア　対象病院
　　選定理由が明確であり、業務目的に合致しているか。

優れている 十分である 十分でない ×2 10点

イ　ヒアリング項目
　　追加項目を提案している場合は、追加理由が明確で妥当か。

明確で妥当である
提案されていない

又は
Ａに該当しない

×1 5点

令和８年度診療報酬改定における算定要件の整理方針、整理方法（図表・フロー等）の分かり
やすさ

優れている 十分である 十分でない ×1 5点

上記の「DX・AI導入ガイド」への反映方針の妥当性 優れている 十分である 十分でない ×1 5点

診療報酬改定算定要件以外の国・他都市の情報収集について提案している場合は、業務目的と
の関連性が明確で妥当であるか。

関連性が明確で妥当である
提案されていない

又は
Ａに該当しない

×1 5点

調査・分析方法の方針は、業務目的の達成に向けて妥当であるか。 優れている 十分である 十分でない ×2 10点

目標回答率の設定は妥当か（根拠があるか）、達成の工夫が提案されているか。 優れている 十分である 十分でない ×1 5点

ア　AI導入の「効果・課題整理レポート」
・作成方針及び構成案は、業務目的の達成に向けて妥当であるか。

優れている 十分である 十分でない ×2 10点

ア　AI導入の「効果・課題整理レポート」
・追加項目案を提案している場合は、追加理由が明確で妥当か。

明確で妥当である
提案されていない

又は
Ａに該当しない

×1 5点

イ　病院が導入に向けて活用できる「DX・AI導入ガイド」
・作成方針及び構成案が、暫定版と正式版でそれぞれ示されているか。
・上記は、業務目的の達成に向けて妥当であるか。

優れている 十分である 十分でない ×2 10点

イ　病院が導入に向けて活用できる「DX・AI導入ガイド」
・追加項目案を提案している場合は、追加理由が明確で妥当か。
・暫定版の追加掲載項目案を提案している場合は、追加理由が明確で妥当か。

明確で妥当である
提案されていない

又は
Ａに該当しない

×1 5点

ウ　「市内病院のAI活用状況・導入意欲調査」結果
追加の記載項目が提案されている場合、調査の目的との関連性が高く、結果報告の質向上に資
する内容であるか。

目的との関連性が高く、
質向上に資するものである

提案されていない
又は

Ａに該当しない
×1 5点

（５）セミナー
開催

セミナーの目的とプログラム案は、事業目的と合致しているか。 優れている 十分である 十分でない ×1 5点

（１点） （０点） （―）

該当している 該当していない ― ×1 1点

該当している 該当していない ― ×1 1点

該当している 該当していない ― ×1 1点

該当している 該当していない ― ×1 1点

該当している 該当していない ― ×1 1点

該当している 該当していない ― ×1 1点

該当している 該当していない ― ×1 1点

該当している 該当していない ― ×1 1点

評価
項目

評価の着目点
評価

評価 比率 配点

配点
評価
項目

評価の着目点

評価

評価 比率

業
務
実
施

方
針
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（２）国・他都
市等の動向調査

各
業
務
の
実
施
手
法

（１）AI活用効
果・課題に関す
るヒアリング調

査

（３）市内病院
のAI活用状況・
導入意欲調査

（４）成果物の
作成

次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定している（従業員101人未満の場合のみ加算）。

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画を策定している（従業員101人未
満の場合のみ加算）。

合計点

次世代育成支援対策推進法による認定（くるみんマーク）を取得している。

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定（えるぼし）を取得している。

ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
・
障
害
者
雇
用
・
健
康
経
営

に
関
す
る
取
組
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よこはまグッドバランス企業認定を取得している。

青少年の雇用の促進等に関する法律に基づくユースエール認定されている。

障害者雇用促進法に基づく法定雇用率2.5％を達成している（従業員40人以上)、又は障害者を１人以上雇用
している(従業員40人未満)。

次の認定のうち、いずれか１つ以上の認定若しくは認証を受けている。
・健康経営銘柄
・健康経営優良法人（大規模法人・中小規模法人）
・横浜健康経営認証クラスAAA又はクラスAA
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別添


